
 

 

上尾市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則の一部を改正する

規則をここに公布する。  

令和８年１月２９日  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市規則第１４号  

上尾市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則の一部を改正

する規則  

上尾市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則（令和２年上尾市

規則第５０号）の一部を次のように改正する。  

第１８条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改

める。  

第２１条の２第２項及び第４項各号中「１００分の１０５」を「１００分

の１０７．５」に改める。  

別表第１から別表第２までを次のように改める。  

別表第１（第２条関係）  

行政職報酬等基準額表  

職務の級  １級  ２級  ３級  ４級  

号給  月額  月額  月額  月額  

 円  円  円  円  

１  195,800 200,300 219,400 237,600 

２  196,900 203,600 222,600 239,800 

３  198,100 206,700 225,600 242,000 

４  199,200 210,000 228,800 244,700 

５  200,300 213,100 232,000 247,500 

６  202,000 214,800 233,700 250,300 

７  203,600 216,500 235,000 253,100 

８  205,200 218,200 236,300 255,600 

９  206,700 219,400 237,600 258,100 

１０   221,000 238,700 259,300 

１１   222,600 239,800 260,500 



 

１２   224,100 240,900 261,700 

１３   225,600 242,000 262,800 

１４   227,200 243,300   

１５   228,800 244,700   

１６   230,400 246,100   

１７   232,000     

１８   233,700     

１９   235,000     

２０   236,300     

２１   237,600     

別表第１の２（第２条関係）  

保育職報酬等基準額表  

職務の級  １級  ２級  

号給  月額  月額  

 円  円  

１  203,600 222,600 

２  206,700 225,600 

３  210,000 228,800 

４  213,100 232,000 

５  216,500 235,000 

６  218,200 236,300 

７  219,400 237,600 

８  221,000 238,700 

９  222,600 239,800 

１０  224,100 240,900 

１１  225,600 242,000 

１２  227,200   

１３  228,800   

１４  230,400  

１５  232,000  

１６  233,700  



 

１７  235,000  

１８  236,300  

１９  237,600  

２０  238,700  

２１  239,800  

別表第２（第２条関係）  

技能労務職報酬等基準額表  

職務の級  １級  ２級  

号給  月額  月額  

 円  円  

１  198,200 214,500 

２  199,900 217,300 

３  201,600 220,300 

４  203,300 223,200 

５  205,000 226,000 

６  206,700 227,400 

７  208,300 228,800 

８    229,800 

９    230,900 

１０    232,000 

１１    233,000 

１２    233,800 

１３    234,700 

１４    235,500 

１５    236,400 

１６    237,200 

１７    238,000 

１８    238,800 

１９    239,600  

２０   240,100  

２１   240,600 



 

２２   241,100 

別表第４の２を次のように改める。  

別表第４の２（第３条関係）  

保育職初任給基準表  

職名  初任給  

１  特定保育士  ２級１１号給  

２  保育士  ２級３号給  

３  短時間保育士  １級１３号給  

４  延長時間保育パート職員  １級１３号給  

５  保育補佐員  １級７号給  

別表第７の１の項中「３２１，４００円」を「３３１，４００円」に改

め、同表２の項中「３１５，４００円」を「３２５，５００円」に改め、

同表３の項中「３０７，８００円」を「３１８，０００円」に改め、同表

４の項中「２７３，０００円」を「２８３，２００円」に改め、同表５の

項中「２６５，５００円」を「２７６，０００円」に改め、同表６の項中

「２６３，１００円」を「２７３，６００円」に改め、同表７の項中「２

６０，４００円」を「２７１，０００円」に改め、同表８の項中「２６０，

４００円」を「２７１，０００円」に改め、同表９の項中「２６０，４０

０円」を「２７１，０００円」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、令和８年２月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則による改正後の上尾市会計年度任用職員の報酬等に関する条例

施行規則（以下「新規則」という。）別表第１、別表第１の２、別表第２

及び別表第７の規定は、令和７年４月１日から令和８年１月３１日までの

間において会計年度任用職員として任用された者であって、この規則の施

行の日において当該期間の職務がその者の職務と同一のものと任命権者が

認めるものとして引き続き任用されているものに係る報酬、給料及び手当

については、令和７年４月１日から適用する。  

（報酬、給料及び手当の内払）  



 

３  前項の規定により新規則の規定を適用する場合においては、この規則に

よる改正前の上尾市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則の規

定に基づいて支給された報酬、給料及び手当は、それぞれ新規則の規定に

よる報酬、給料及び手当の内払とみなす。  


